
2 

 

広島市消防局の管内情勢 
広島市は、中国山地を背にし、前面を瀬戸内に接する広島県南西部に位置している。 

標高 600ｍの山岳を中心とする山地部が、東、西、北の三方から平地を囲んでおり、平地部は太

田川の河口デルタをはじめ、各河川に沿って形成されている低地、大地などからなり、デルタ市街

地は、6本の河川が分脈して広島湾に注いでいる。また、昭和 46年以降、周辺町村との合併によっ

て市域面積が 906．68㎢に拡大した。 

当消防局は、海田地区消防組合及び山県西部消防組合の解散に伴い、平成 19年 4月 1日から安芸

区及び佐伯区湯来地区の消防事務を直轄するとともに、安芸郡海田町・坂町・熊野町、山県郡安芸

太田町及び廿日市市吉和地区の消防事務を受託し、北は山口県・島根県、南は呉市・東広島市に面

し、現在、管内面積は約 1,457K㎡となっている。 

  

１ 広島市消防局管内図 
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単位：k㎡、世帯、人、件 

備考 

１  面積は、令和元年 10月 1日現在の「国土交通省国土地理院全国都道府県市町村別面積調」である。なお、小数点第三位の四捨五入

の関係により、総面積と各消防署の面積の合計が合致しない場合がある。 

２  人口、世帯数は、令和 2年3月末現在の住民基本台帳登載人口（外国人含む。）である。 

３  消防吏員は、平成 31年4月1日現在の実員である。 

４ 火災件数及び救急件数は、令和元年中の件数である。 

５  令和元年中の救急出動件数のうち、消防局分は消防航空隊（64件）の件数である。 

 

 

  

２ 消防力の整備状況等 

局署別 署所数 面積 世帯数 人口 
消防

吏員 

消防吏員 

1人当たり 

消防ポンプ車 

1台当たり 火 災 

件 数 

救急出動

件 数 
面 積 世帯数 人 口 面 積 世帯数 人 口 

総 数 
8署 

31出張所 
1,457.33 603,992 1,267,846 1,333 1.09 453 951 18.22 7,550 15,848 277 60,907 

消 防 局 － － － － 137 － － － － － － － 64 

中消防署 
1署 

3出張所 
15.32 77,727 135,069 134 0.11 580 1,008 2.55 12,955 22,512 40 9,505 

東消防署 
1署 

3出張所 
39.42 56,749 120,337 127 0.31 447 948 4.38 6,305 13,371 13 5,794 

南消防署 
1署 

6出張所 
26.46 71,236 142,812 173 0.15 412 826 2.21 5,936 11,901 32 9,420 

西消防署 
1署 

4出張所 
35.61 94,969 189,038 153 0.23 621 1,236 3.56 9,497 18,904 42 9,976 

安 佐 南 

消 防 署 

1署 

3出張所 
117.03 105,781 244,240 141 0.83 750 1,732 13.00 11,753 27,138 39 8,491 

安 佐 北 

消 防 署 

1署 

5出張所 
840.74 65,655 150,109 180 4.67 365 834 64.67 5,050 11,547 47 5,944 

安 芸 

消 防 署 

1署 

4出張所 
157.32 69,425 146,129 149 1.06 466 981 15.73 6,943 14,613 36 5,805 

佐 伯 

消 防 署 

1署 

3出張所 
225.43 62,450 140,112 139 1.62 449 1,008 20.49 5,677 12,737 28 5,908 
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広島消防のあゆみ（概要） 

西暦 年号年月 記              事 
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1939 
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1961 

1967 
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1970 

 

 

 

1971 

 

 

 

1972 

 

 

 

 

 

 

元禄 5年 

明治 27年 

 

大正 13年  4月 

昭和 14年  1月 

 

昭和 18年  1月 

 

昭和 20年  8月 

昭和 21年  3月 

昭和 22年  5月 

 

昭和 23年  3月 

 

昭和 26年  4月 

昭和 32年 12月 

昭和 35年  4月 

 

昭和 36年  7月 

昭和 42年  1月 

〃   4月    

 

昭和 43年  4月 

 

昭和 44年  4月 

 

昭和 45年  1月 

〃   4月 

 

 

昭和 46年  4月 

〃   5月 

〃   8月 

 

昭和 47年  1月 

〃   2月 

 

〃   4月 

 

 

 

「火事の定」を制定、4組の消防組が組織された。 

勅令「消防組規則」の公布により、従来の消防組を統合して広島市消防組と改称、４部

に分けて配置された。 

東・西各警察署長の指揮に属する東・西２班の常備消防部が設けられた。 

警防団令の公布により、消防組は警護団と統合して新しく消防団を組織することとなっ

た。 

特設消防署設置規程の一部改正により、官設消防署として東・西の 2消防署、定員 447

名をもって発足した。 

原子爆弾の攻撃を受け、消防の機能も壊滅状態となった。 

東・西２消防署を統合し、広島消防署として発足した。 

消防団令の公布施行により、従来の警防団を廃止し、広島市消防団（27 個分団、1,111

名）として発足した。 

消防組織法の施行により、広島市消防局（2課1消防署）を設置し、自治体消防として発

足した。 

広島市消防署を東・西消防署として発足し、消防分隊（10か所）を 5地区隊に改めた。 

西消防署（現在の中消防署）に救急隊を新設し、救急業務を開始した。 

広島市中消防署を新設し、局警防課所属救急隊を中消防署に配置替えし、宇品分隊

港分遣所を廃止した。これにより 1局 1室 3課（9係）、3署（各 3係）となった。 

広島市消防局に音楽隊を設置した。 

中消防署白島出張所に特別消防隊｢レンジャー隊｣を新設した。 

三篠町三丁目で発生した火災の消火作業中、アセチレンガスボンベが爆発。消防職員

2名が殉職した。 

東消防署戸坂出張所を新設した。これにより 1局 1室 3課（12係）、3署（各 3係）9出

張所となった。 

東消防署仁保出張所を新設した。これにより 1局 1室 3課（12係）、3署（各 3係）10出

張所となった。 

祇園町の消防事務を受託したことにより祇園消防署（3係 2部隊）を新設した。 

局企画室を企画課に改め、機械課を新設し、警防課に救急防災係を新設し、署の副長

を副署長とし、署に予防課と警防課を新設した。これにより1局5課（13係）、3署2課（5

係）、1署（3係）となった。 

沼田町の合併に伴い、沼田町消防団を広島市消防団西支部に編入した。（定員1,445人） 

安佐町の合併に伴い、安佐町消防団を広島市消防団西支部に編入した。（定員1,697人） 

祇園消防署に沼田出張所と安佐出張所を新設した。これにより 1 局 5 課（14 係）、4 署

（各 2課 5係）、12出張所となった。 

安芸町の消防事務を受託したことにより、東消防署安芸出張所を新設した。 

西消防署己斐出張所を新設した。これにより 1 局 5 課（14 係）、4 署（各 2課 5 係）、14

出張所となった。(定員 570人) 

可部町の合併に伴い、可部消防署（3係 2分隊 1救急分隊）を新設した。これにより 1局

5課（14係）、5署（4署（各 2課 5係）、1署（3係））、14出張所となった。（定員 611人） 

可部町の合併に伴い、可部町消防団を広島市消防団西支部に編入した。併せて、宇

品支部を南支部に改称した。（定員 1,969人） 
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  〃   8月 

 

昭和 48年  3月 

 

 

 

 

 

消防事務を受託していた祇園町が広島市に合併した。 

祇園町の合併に伴い、祇園町消防団を広島市消防団西支部に編入した。（定員2,132人） 

安古市町・佐東町・高陽町の合併に伴い、三町で設立していた安佐地区消防組合消防

本部を佐東消防署に、祇園消防署を祇園分署に改めた。これにより 1 局 5 課（14 係）、4

署（各 2課 5係）、1署（4係）、1分署（3係）、14出張所となった。（定員 653人） 

瀬野川町の合併に伴い、従来海田地区消防組合に加入していた瀬野川町を広島市瀬

野川町として、海田地区消防組合に引き続き加入した。 
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西暦 年号年月 記              事 

1973 

 

 

1973 

 

 

 

 

 

 

 

1974 

 

 

 

 

 

 

1975 

 

 

 

1976 

1978 

 

1979 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

1981 

1982 

 

1983 

昭和 48年  4月 

 

 

  昭和 48年  4月 

 

   〃  10月 

 

 

 

 

 

昭和 49年  6月 

 

   〃  11月 

 

 

 

 

昭和 50年  3月 

 

 

 

昭和 51年  4月 

昭和 53年  7月 

   〃   8月 

昭和 54年  9月 

   〃   12月 

 

 

昭和 55年  4月 

 

 

  

   〃  11月 

昭和 56年 10月 

昭和 57年 10月 

 

昭和 58年  4月 

安古市町・佐東町・高陽町の合併に伴い、三町の各消防団を広島市消防団西支部に、

瀬野川町の合併に伴い、瀬野川町消防団を広島市消防団東支部にそれぞれ編入し

た。（定員 2,931人） 

局に総務部と警防部の２部を新設し、企画課と総務課の２課を総務部に、警防課、救急

防災課、予防課及び機械課の 4課を警防部に編入した。 

白木町の合併に伴い、可部消防署白木出張所を新設した。これにより 1 局 2 部 6 課（16

係）、4署（各2課5係）、1署（4係）及び 1分署（3係）、16出張所となった。（定員713人） 

広島市消防団本部を広島市消防団本部事務局に改め、安佐南支部、安佐北支部の２

支部を新設した。これにより 6支部となった。 

白木町の合併に伴い、白木町消防団を広島市消防団安佐北支部に編入した。（定員

3,121人） 

消防局、中消防署新庁舎が広島市大手町 5 丁目 20 番 12 号に完成した。（敷地面積

2,127.43㎡、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上 7階、建築延面積 4,520.01㎡） 

消防事務を受託していた安芸町及び阿戸町（旧熊野跡村）の合併に伴い、安芸町は従

来どおりの体制とし、阿戸町は広島市阿戸町として、合併前から加入していた海田地区

消防組合に引き続き加入した。 

安芸町及び阿戸町の合併に伴い、各町消防団を広島市消防団東支部に編入した。（定

員 3,305人） 

矢野町及び船越町の合併に伴い、広島市矢野町及び広島市船越町として、合併前か

ら加入していた海田地区消防組合に引き続き加入した。 

矢野町及び船越町の合併に伴い、各町消防団を広島市消防団東支部に編入した。（定

員 3,519人） 

高田郡向原町から救急業務を受託した。 

可部消防署を移転した。 

中消防署基町出張所を新設し、中消防署より 41ｍ級はしご車の配置替えをした。 

可部消防署高陽出張所を高陽ニュータウンに移転した。 

水上消防署（2 課 5 係）を新設し、消防艇「ひろしま」、救助艇「はと」を配置した。これに

より 1局 2部 9課 23係、3署（各 2課 6係）、3署（各 2課 5係）及び 1分署、18出張所

57分隊となった。 

広島市が全国10番目の政令指定都市となった。これに伴い、東消防署を南消防署に、

佐東消防署を安佐南消防署に、可部消防署を安佐北消防署に改称し、祇園分署を出

張所に、消防隊の分隊制を小隊に改めた。 

消防団体制を強化するため、1区 1消防団組織に改組し、7消防団制とした。 

西部の防災拠点として井口出張所を新設した。 

南消防署東本浦出張所を新設した。これにより 1局2部8課1室6署21出張所となった。 

尾長出張所を廃止し、東消防署（2課 5係）を新設した。これにより 1局 2部 8課 1室 7

署 20出張所（34消防隊、6救助隊、23救急隊）となった。（定員 966人） 

防災知識の普及向上を図るとともに、災害時の応急活動拠点とするため、広島市総合

防災センターを新設した。 

1985 

 

 

 

 

1986 

 

 

 

 

1987 

 

昭和 60年  3月 

 

 

 

 

昭和 61年  4月 

   〃   5月 

 

   〃   10月 

 

昭和 62年  6月 

   〃   10月 

五日市町の合併に伴い、旧五日市町消防署を佐伯消防署と改称し、3月20日に開署し

た。これにより、組織は、1局 2部 7課 1室 8署 21出張所（38消防隊、7救助隊、25救

急隊）となった。（定員 1,061人） 

五日市町の合併に伴い、五日市町消防団を広島市佐伯消防団（5分団）に改め、8消防

団 80分団となった。（定員 2,885人） 

国際消防救助隊（ＩＲＴ）に、救助隊員 40名を登録した。 

第 14 回アジア消防長協会総会が、広島市厚生年金会館において、外国会員等 80 名

（19か国１地域）、国内会員等 1,016名が出席して開催された（5/29）。 

佐伯消防署を移転建設し、旧佐伯消防署を海老園出張所に改めた。これにより、1 局 2

部7課1室8署22出張所（38消防隊、7救助隊、25救急隊）となった。（定員1,061人） 

消防防災無線通信施設（全システム）を開局した。 

県内の広域消防応援体制を確立するため、県内の全市町村（86市町村）及び全消防 
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西暦 年号年月 記              事 

 

 

 

 

1989 

1990 

 

 

 

 

 

1991 

 

1992 

 

 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

1998 

 

 

1999 

 

2000 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

2002 

 

 

   

 

 

 

平成元年  4月 

平成 2年  3月 

 

 

   〃   7月 

 

 

平成 3年  4月 

 

平成 4年  4月 

 

 

   〃   7月 

平成 5年  9月 

 

平成 6年  4月 

 

平成 7年  4月 

 

平成 8年  3月 

 

〃   4月 

 

 

 

 

平成 9年  4月 

 

 

〃   11月 

平成 10年  4月 

 

 

平成 11年  4月 

 

平成 12年  3月 

〃   4月 

 

 

 

 

平成 13年  4月 

 

  〃   8月 

平成 14年  5月 

〃  8月 

 

組合（12組合）による「広島県内広域消防相互応援協定」を締結した。 

県内の高速道路における災害発生に対する消防応援体制を確立するため、高速道路 

インターチェンジが存在する市町（2市町）及び消防組合（5組合）による「広島県内高速

道路消防相互応援協定」を締結した。 

消防通信指令管制システムを開局した。 

広島県内の広域航空消防体制を確立するため、広島市と広島県内全市町村（85 市町

村）との間で「広島県内航空消防応援協定」を締結した。 

消防ヘリコプター及び消防航空隊基地の整備を完了した。 

フィリピンルソン島で発生した地震（Ｍ7.7）に際し、「国際緊急援助隊の派遣に関する法

律」に基づく自治省消防庁長官からの派遣要請を受け、本市国際消防救助隊員（4 名）

を現地に派遣した。 

東消防署福田出張所を新設した。これにより 1局2部7課1室8署23出張所となった。

（39消防隊、７救助隊、25救急隊） 

施設課装備係、整備係を統合して機械装備係とし、警防部に救急救助課を新設した。

また、南消防署仁保出張所を日宇那出張所に改称した。これにより、1局 2部 8課 1室

8署 23出張所となった。 

救急救命士（2名）による高度救急業務を開始した。 

警防部に救急救命士養成所を新設した。これにより、1局 2部 8課 1室 1所 8消防署

23出張所となった。（定員 1,103人） 

局に予防部を新設し、警防部予防課及び指導課を予防部に移管した。これにより、1 局

3部 8課 1室 1所 8消防署 23出張所となった。 

防災対策室を部相当に格上した。これにより、1局 3部 1室 8課 1所 8消防署 23出張

所となった。 

高田郡向原町の常備消防化（Ｈ8.4）に伴い、救急受託業務（Ｓ51.4～Ｈ8.3）を終了し

た。 

防災対策室を廃止し、局に防災部を新設し、同部に計画課及び防災課を新設した。こ

れにより、1局 4部 10課 1所 8消防署 23出張所となった。 

署警防課に指導係、救助係、救急係を新設し、4 係とした。中、南、西、安佐南及び安

佐北消防署の第 2 小隊を廃止し、小隊を警防隊と改称した。中、東、南、西、安佐南、

安佐北及び佐伯消防署に指揮調査隊を新設した。 

総務課管理係を廃止し、企画係を新設、消防団係を消防団室とし総務課の課内室とし

た。また、職員課厚生係を廃止し、労務係を新設した。これにより、1局 4部 10課 1所 1

室 8消防署 23出張所となった。 

似島出張所を移転した。 

総務部を廃止し、通信指令課を警防部から防災部に移管し、警防部を警防課と救急課

の 2課体制とした。また署庶務係を消防指導係に統合した。これにより 1部1課 17係を

廃止し、1局 3部 10課 1室 8消防署 23出張所となった。 

防災部計画課を同防災課に統合（計画係と防災係の 2 係制に移行）した。これにより、1

局 3部 9課 1室 8消防署 23出張所となった。 

西消防署を建て替えた。 

通信指令課を防災部から警防部へ移管し、防災部防災課を廃止し、担当課長制とし

た。通信指令課情報通信係を廃止し、防災部に情報係を新設した。また、警防課警防

係、救助係を廃止し、警防企画係、指導訓練係を新設した。これにより、1局 3部 8課 1

室 8消防署 23出張所となった。 

救急救命士養成所を西消防署内に開設された救急教育センター内に移設した。 

水上消防署を出張所に改め、南消防署に統合した。これにより、1局 3部 8課 1室 7消

防署 24出張所となった。 

西消防署三篠出張所を建て替えた。 

新たに国からテロ対応資器材の貸与を受け、救助隊に配備した。 

安佐北区可部町大字綾ヶ谷において、大毛字川左岸の道路が崩壊。警戒巡視中の消

防団員 2名が大毛字川に転落し、殉職した。 
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西暦 年号年月 記              事 

2003 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

2010 

 

 

 

2011 

2012 

2013 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

平成 15年  4月 

 

〃  10月 

平成 16年  4月 

 

 

 

 

〃   9月 

平成 17年  2月 

 〃   4月 

平成 18年  3月 

 

〃   4月 

 

〃   9月 

 

〃  10月 

平成 19年  3月 

 〃   4月 

 

 

平成 20年  4月 

 

 

平成 21年  4月 

 〃   7月 

平成 22年  4月 

 

〃  11月 

 

平成 23年  3月 

平成 24年 12月 

平成 25年  3月 

〃 12月 

平成 26年  5月 

〃  6月 

 

〃  8月 

 

平成 27年  3月 

〃  4月 

 

 

平成 28年 4月 

 

 

平成 29年 4月 

 

〃  6月 

広島圏域メディカルコントロール協議会を設立し、医師の包括的指示下での「指示なし

除細動」を開始した。 

新消防通信指令管制システムの仮運用を開始した。 

警防部通信指令課を同警防課に統合(警防企画係、指導訓練係、調査係、消防航空

隊、指令第一係、指令第二係)した。これにより、1局3部7課1室7消防署24出張所と

なった。また、中、南、西、安佐北消防署の救急第一係、救急第二係を廃止し、救急係

を新設した。 

新消防通信指令管制システムの本格運用を開始した。 

「気管内挿管」が可能な救急救命士の運用を開始した。 

西署庚午出張所を建て替えた。 

防災部を廃止し、危機管理部を新設した。 

湯来町の合併に伴い、湯来町消防団を広島市佐伯消防団に編入した。 

広島市総合防災センターで行っていた、市有施設の消防用設備等点検業務を廃止し、

併せて業務課を廃止した。 

消防ヘリコプターを、ヘリコプターテレビ電送システムを装備した機体に更新整備した。 

安佐北区安佐町大字小河内において、豪雨による警戒巡視及び応急工作支援に消防

団員が出動中、増水した河川に車両ごと転落。消防団員 1名が殉職した。 

南消防署宇品出張所を建て替えた。 

海田地区消防組合及び山県西部消防組合を解散した。 

安芸区及び佐伯区湯来地区の消防事務を直轄するとともに、安芸郡海田町・坂町・熊

野町及び山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区の消防事務を受託した。（定員 1,297

人） 

危機管理部の担当課長制を廃止し、「危機管理課」と「防災課」を新設した。（定員 1,354

人） 

中消防署救助隊を特殊災害等に対応できる「特別高度救助隊」とし、運用開始した。 

警防部警防課指令第三係を新設し、二交替制勤務から三交替制勤務とした。 

南消防署を建て替えた。 

危機発生時の初動対処をはじめ、危機対応全般について指導及び調整を行う危機管

理監を設置した。 

安佐北消防署可部出張所を新設した。これにより 1局 3部 9課 1室 8消防署 31出張

所となった。 

広島市救急画像伝送システムの運用を開始した。 

防災行政無線（同報系）を更新整備した。 

安佐南消防署を建て替えた。 

防災行政無線（移動系）を更新整備した。 

消防航空隊基地を移転、建て替えた。 

「心肺機能停止前の重症傷病者に対する静脈路の確保及び輸液並びに低血糖発作症

例へのブドウ糖溶液の投与」が可能な救急救命士の運用を開始した。 

安佐北区可部東六丁目の土砂災害現場で救助活動中、土石流が発生。消防職員 1 名

が殉職した。 

中消防署江波出張所を建て替えた。 

広島市全体の組織を挙げた危機管理体制の構築を図るため、消防局にあった危機管

理部門を市長事務部局に移管した。これにより、1局 2部 7課 1室 8消防署 31出張所

となった。 

総務課企画係、警防部警防課調査係を廃止し、新たに総務課企画広報係、予防部予

防課調査係を新設した。 

消防救急デジタル無線の運用を開始した。 

災害現場における指揮支援・安全管理体制を強化するとともに、平常時の訓練指導等

を行うため、新たに消防機動隊を設置した。 

中消防署白島出張所を建て替えた。 
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西暦 年号年月 記              事 

 

 

 

 

 

2018 

2020 

〃   8月 

 

 

平成 30年 1月 

 

平成 30年 4月 

令和 2年 １月 

広島市と山口県内の広島広域都市圏内の市町を管轄する消防本部（岩国地区消防組

合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合）との間で、県境を越え円滑な応援を行

うことができるよう新たに消防相互応援協定を締結した。 

南消防署似島警防隊を救急兼務とし、新たに軽救急車の運用を開始した。 

 

模擬火災・高層建物火災対応訓練施設を西風新都訓練場に整備し、運用を開始した。 

佐伯消防署石内出張所を新設した。これにより、1局 2部 7課 1室 8消防署 32出張所

となった。 

 

【令和元年度の主な取組】 

１ 情報収集活動ドローンの運用開始 

  大規模災害時における緊急消防援助隊の情報収集体制を強化するため、各政令指定都市の消

防本部に「情報収集活動ドローン」が平成３１年３月に総務省消防庁からの無用貸与により配

備された。緊急消防援助隊が出動する大規模災害のほか、本市消防局管内における火災や自然

災害、救助事故等においても、被害状況の把握や要救助者の検索に活用するもので、令和元年

１０月に運用を開始した。 

  

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

２ 佐伯消防署石内出張所を新設 

    大規模宅地開発による人口増加や大型商業施設の立地等が進み、消防需要が増加している       

    ことから、西風新都地区における消防力強化のために新設し、令和２年１月に運用を開始し

た。石内出張所には、水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車、高規格救急自動車のほ

か、支援車、燃料補給車、大型輸送車を配備。落成式は令和２年２月に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報収集活動ドローン】 

【落成式の様子】 



消防局の組織

八幡出張所

　 組織体制は、1局2部7課1室8消防署31出張所で、各署の第一線に指揮調査隊8隊、警防隊38隊、救助隊8隊、救急
隊35隊を配備し、市民生活の安全を確保している。

坂出張所

湯来出張所

海老園出張所

佐伯消防署

安芸消防署

安佐北消防署

安佐南消防署

西消防署

高陽出張所

安佐出張所

安芸太田出張所

瀬野川出張所

矢野出張所

熊野出張所

可部出張所

救助第一・二係

警防第一・二係

査察係

救助第一・二係

予防課

救急係

予防課

（平成31年4月1日現在）  

庶務係

企画広報係

経理係

指令第一係

指令第二係

白島出張所

基町出張所

江波出張所

福田出張所

温品出張所

戸坂出張所

水上出張所

警防第一・二係

警防第一・二係

救助第一・二係

警防課 消防指導係

救急係

東消防署

予防係

査察係

予防課

警防第一・二係

救急係

救急係

予防課

予防係

救急係

予防係

査察係

警防部

警防課

予防部

指導課

予防課

予防係

警防課

予防課

警防第一・二係

救助第一・二係

消防指導係

救急係

予防課 予防係

消防指導係

南消防署 消防指導係

予防係

調査係

違反是正係

建築設備係

危険物係

消防航空隊

救急課

警防課

指令第三係

青崎出張所

東本浦出張所

日宇那出張所

宇品出張所

似島出張所

井口出張所

査察係

救助第一・二係

警防第一・二係

救助第一・二係

上安出張所

祇園出張所

沼田出張所

白木出張所

三篠出張所

己斐出張所

庚午出張所

警防課 消防指導係

予防課

警防課 消防指導係

警防第一・二係

消防指導係

救助第一・二係

警防第一・二係

警防課

救急係

査察係

予防係

査察係

警防課

人事係

労務係

査察係

予防係

予防係

査察係

救急係

消防局

施設課

職員課

警防企画係

消防団室

総務課

救助第一・二係

機械装備係

中消防署 警防課 消防指導係

予防課

施設係

消防機動隊

救急救命士養成所

※ 令和2年1月に佐伯消防署石内出張所の運用を開始した。 
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消防団の組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消防団の組織人員（定員）  ２ 消防団員の組織 

団  長・・・     8 人 

  副 団 長・・・    17 人 

  分 団 長・・・    93 人 

  副分団長・・・   186 人 

  部  長・・・   297 人 

  班  長・・・   410 人 

  団  員・・・ 1,742 人 

 

 

（平成 31年 4月 1日現在） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                               

 

 

 

３ 消防団の活動状況 

区 分 延 べ 出 動 人 員 

総 数 56,283 

火 災 1,044 

水 災 等 677 

訓 練 29,292 

広 報 2,752 

年 末 警 戒 4,081 

そ の 他 18,437 

令和元年は、水火災等の火災防ぎょ活動をはじ

めとして、火災予防広報や各種の訓練に延べ

56,283 人が従事し、地域防災に重要な役割を 

果たしている。 

 

※ 消防事務受託市町（安芸郡海田町・坂町・熊野町、山県郡

安芸太田町及び廿日市市吉和地域）の消防団については、 

広島市の委託事務から除かれている。 

消防団は、1 行政区 1 消防団を基本に整備し、

現在 8消防団、84分団、団員 2,753人（定員）で

組織しており、郷土愛護と奉仕の精神に基づいて

活発な活動を展開している。 

中 消 防 団・・事務局・・9 分 団 
 
東 消 防 団・・事務局・・8 分 団 
 
南 消 防 団・・事務局・・12 分団 
 
西 消 防 団・・事務局・・8 分 団 
 
安佐南消防団・・事務局・・12 分団 
 
安佐北消防団・・事務局・・17 分団 
 
安芸消防団・・事務局・・9 分 団 
 
佐伯消防団・・事務局・・9 分 団 
 

計 84 分団 

計   ・・・ 2,753 人 

（単位：人）         （令和元年度） 
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消防職員 

平成 31年 4月 1日時点の消防職員数は 1,335人となっており、災害の予防、防ぎょ、救急・救助活動 

等の消防業務に従事している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員の年齢構成  ２ 職員の勤続年数 

単位：人                 （平成 31年 4月 1日現在）     単位：人               （平成 31年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 階級別職員数  

 単位：人                                                      （平成 31年 4月 1日現在） 

階級別 総 数 

消 防 吏 員 

消防吏員 

以外の職員  

消
防
司
監 

消
防
正
監 

消

防

監 

消
防
司
令
長 

消
防
司
令 

消
防
司
令
補 

消
防
士
長 

消
防
副
士
長 

消

防

士 

実 員 1,335 1,333 1 6 6 56 232 330 373 1 328 2 

 

32 229 284 215 115 116 104 86 154 
0

50

100

150

200

250

300

305 307 214 92 67 115 70 128 37 
0

50

100

150

200

250

300

350



1

伸　率

（Ａ） 2.9%

（Ｂ） 30.3%

2.2%

0.4%

286.8%

2

　

　消防費の推移

　一般会計予算と消防予算

136億8,357万1千円 41億4,377万2千円

2.7% 2.1% －

52億4,019万3千円 13億5,487万3千円 38億8,532万円消 防 施 設 費

消 防 予 算

比
率

(B)/(A)×100

一般会計予算

消
防
費

常 備 消 防 費

4億9,591万円 4億9,417万5千円 173万5千円非常備消防費

120億9,124万円 118億3,452万3千円 2億5,671万7千円

消防予算

　

区　　　　　分 令和元年度当初予算額 平成30年度当初予算額 増　　　　　減

－

6,700億5,261万1千円 6,509億6,794万7千円 190億8,466万4千円

178億2,734万3千円

115 112 111 110 109 107 109 108 109 111 

31 33 35 31 32 

61 

32 28 28 

67 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 

物件費 

人件費 

億円 

年度 

  令和元年度の消防費当初予算は、178億2,734万3千円（対前年度費30.3％増）で、一    

般会計予算の2.7％を占めている。補正等の後の最終予算は180億5,296万3千円である。 

 本市では、「災害に強いまちづくりの推進」を施策として掲げ、市民生活の安全を 

確保していくための各種事業に取り組んでいる。 

 令和元年度の主要事業としては、消防庁舎の整備、 消防団の活性化事業、消防団 

車庫の建替など各種事業を計画的に取り組んだ。 
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消防航空隊 
  
平成元年度に消防ヘリコプター「ひろしま」を導入するとともに消防航空隊基地を整備し、平成

2 年 4 月に消防航空隊を創設した。この「ひろしま」は、大規模特殊災害時等における広域航空 

消防体制を確立するため、広島県内航空消防応援協定（平成 2年 3月 7日締結）に基づき、広島県

内全市町と共同で利用している。 

   

１ 組織（平成 31年 4月 1日現在） 

                   

消防局―警防部―警防課―消防航空隊                      

 
通年日中（原則、日の出から日没まで） 

 

３ 性能・諸元 
 

機
体 

登 録 記 号 JA05HC 

機   名 ひろしま 

製 造 会 社 ユーロコプター（フランス） 

型   式 AS365N3型ドーファンⅡ型 

全   長 13.68ｍ（主回転翼を含む。） 

全   幅 11.94ｍ（主回転翼を含む。） 

全   高 3.97ｍ 

全 備 重 量 4,300kg 

自   重 2,840kg（装備品を含む。） 

座 席 数 13名（乗務員を含む。） 

性
能 

最 大 速 度 324㎞/h 

巡 航 速 度 276㎞/h 

航 続 時 間 4時間 

航 続 距 離 850㎞ 

燃
料 

燃 料 JET A-1 

タンク容量 1,135㍑（使用可能量） 

エ
ン
ジ
ン 

製 造 会 社 ターボメカ社（フランス） 

型 式 アリエル 2C 

出 力 851馬力×2基 

 

４ 令和元年運航状況 
 

区分 総 数 災 害 防災訓練等 
航空隊業務 消防広報 

その他 自隊訓練 航空調査 点検整備 

件 数 360 154 63 88 11 26 18 

時 間 249:31 108:39 43:07 66:18 6:37 11:39 13:11 

 

 

消防航空担当課長 
消防航空隊長 

（操縦士兼務） 

副隊長 

（整備士兼務） 

副隊長 

（救助隊員兼務） 

操縦士：2 

整備士：2 

救助隊員：2 

1 1 1 1 6 

２ 運行時間 
（単位：人）

○） 

【広島市消防航空隊基地】 

（時・分） 
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救急救命士養成所 

  

 

 

 

 

 

 

１ 救急救命士養成課程 
 
⑴ 学生数 38名（他都市職員を含む） 

 ⑵ カリキュラム  

   講  義：専門基礎分野（6単位）、専門分野（18単位） 

   期  間：毎年 8月下旬から翌年 3月上旬までの 7ヵ月間の年 1期 

   臨地実習：シミュレーション実習、臨床実習等（9単位） 

    

  【受講者状況】                                単位：人 

年度 広島市 
広島市以外 

合計 
県内 県外 

令和元年度 15 11 12 38 

総数（平成 5～令和元年度） 398 331 295 1024 

 

 

 

 

 

⑴ 救急救命士就業前研修 

救急救命士の業務開始に当たり、救急救命処置が迅速、的確に実 

  践されるよう、能力の更なる向上を図るため、消防機関で行う教育 

  や医療機関の協力を得て病院実習を行うもの。 

⑵ 救急救命士就業後研修 

   救急救命士が行う救急救命処置の質の確保及び維持向上を図るた 

  め病院実習、県消防学校・当養成所等における救急救命士教育への 

  指導者としての参加・受講、学会・シンポジウム・症例研究会での発 

  表・参加等による生涯教育を行うもの。 

 

 

 

 

２ その他の研修 

平成 3 年 8 月、救急救命士法が施行され、救急隊員による 

高度な救急処置が可能となったことから、広島市では救急 

高度化体制を早期に確立するため、高規格救急車の整備と 

並行して救急救命士の養成を目的として、平成 5 年 9 月 1 日 

に本市単独で救急救命士養成所（市役所北庁舎別館内）を 

開設した。その後、平成 12 年 4 月 1 日、西消防署内に 

「広島市救急教育センター」が開設されたことに伴い、同センター

内に移設した。 
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広島市総合防災センター 

 
 

  
 
 

 
 

 ⑴ 開館日 

   月曜日～土曜日 

 ⑵ 開館時間 

  ア 見学及び研修 

    午前 9時～午後 5時まで（但し土曜日は正午まで） 

  イ 宿泊研修 

    原則 1泊 2日 

 ⑶ 休館日 

   日曜日、祝日、振替休日、8月 6日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 
 

 

１ 開館時間 

２ 利用状況（令和元年度） 

 総数 

回数 人数 

総数 757 16,292 

市民研修 193 5,880 

 自 主 防 災 組 織 研 修  46 1,162 

少 年 消 防 ク ラ ブ 研 修  18 871 

少年消防クラブ員宿泊研修  0 0 

子 ど も 等 研 修  99 3,209 

そ の 他 の 研 修  30 638 

防火に関する講習等 24 1,641 

 防火管理 

資格講習 

甲 乙 種 15 1,332 

再 講 習 4 169 

防 火 管 理 者 等 専 科 講 習 0 0 

危険物保安監督者等研修会 5 140 

施設管理 398 4,940 

 視察・見学 21 103 

 施 設 利 用  377 4,837 

市職員研修 4 358 

 新規採用職員研修 4 358 

事業所研修 112 2,141 

 半  日 48 880 

訓練実務 29 477 

1 日 22 591 

宿  泊 13 193 

資格講習 26 1,322 

 防火対象物点検 

資格者講習会 

本 講 習 1 36 

再 講 習 2 164 

自 衛 消 防 

業 務 講 習 

新 規 講 習 10 461 

再 講 習 10 540 

防災管理点検 

資 格 者 講 習 

新 規 講 習 1 13 

再 講 習 2 118 

広島市総合防災センターは、防災に関する知識及び技術の向上並びに防災意識の高揚を図る 

とともに、災害発生時の応急活動の拠点とするため、昭和 58 年 4 月、安佐北区高陽町（現在の 

倉掛二丁目）に設置した。当センターは、体験を基本とする防災学習を推進しており、平成 5 年 

10月からは、就寝時の災害を体験できる宿泊研修を全国に先駆けて実施し、実効性の高い研修として

高い評価を得ている。 

 

  令和元年度は、自主防災組織や 

 少年消防クラブ等の育成指導、防火 

管理講習や危険物保安監督者等を対象 

とした研修等を実施し防災に関する 

知識・技術の普及向上と防災意識の 

高揚を図った。 

  また、当センターは、大規模災害時 

  における必要最小限の食料、生活必需

品の集中備蓄や本市消防職員への 

消防・防災に関する知識及び技術の 

向上、市職員等が防災行政に即応する

ための知識及び技術を習得させ資質の

向上を図った。 

【初期消火体験】 

【地震体験】 

【建物外観】 

【広島市総合防災センター利用状況】 

区分 
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消防音楽隊 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
１ 音楽隊の組織人員（実員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 音楽隊月別出演状況（令和元年度） 

 

２ 音楽隊出演回数の推移（過去 5年間） 

区分 H27 H28 H29 H30 R元 

総数 88 89 80 67 68 

消防関係行事 28 29 31 27 20 

市関係行事 45 44 40 34 41 

国・県関係行事 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

自発的演奏会 14 15 8 5 7 

その他 1 1 1 1 ‐ 

区分 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

総数 68 2 10 4 5 5 6 8 12 7 6 3 - 

消防関係行事 20 1 3 - 1 3 - 2 4 2 3 1 - 

市関係行事 41 1 7 4 2 2 6 6 7 4 1 1 - 

国・県関係行事 - - - - - - - - - - - - - 

自発的演奏会 7 - - - 2 - - - 1 1 2 1 - 

その他 - - - - - - - - - - - - - 

 
隊長(総務課長) 

1名 

副隊長 

4名 

隊員 

34名 

楽長(非常勤) 

1名 

昭和 36 年に創設した音楽隊は、隊長、副隊長、楽長、消

防吏員 20名及び会計年度任用職員 17名（計 40名）で編成

している。 

主な活動としては、防災フェア等の消防広報活動に参加、 

平成 26 年度より自発的演奏会を各区で行い、演奏を通じて

市民との融和を図るとともに、企画演出を充実させ、効果的

な火災予防や防災意識の啓発に努めている。 

 これら音楽隊員は、現場活動等の傍ら、「市民に親しまれ、 

愛される音楽隊」を目指して、出演や演奏技術の向上に取り 

組んでいる。 

単位：件 

単位：件 
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広報・広聴活動 
 

 広島市消防局では、市民等の消防行政に対する理解及び協力を得るとともに、消防思想の一層 

の普及啓発を図ることを目的に、毎年広報の年間計画を策定し、組織的かつ効果的・効率的な 

広報活動を展開している。 

 
 

１ 広報紙「ひろしま市民と市政」への掲載 
 
  広島市における最大の広報媒体である広報紙「ひろしま市民と市政」において、消防局に 
関する事業の紹介やイベントの開催を掲載することにより、広く市民等に防火及び防災等の 

普及啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

     広島市が制作する市政情報番組等において、消防関係諸行事や消防行政に係る情報の放送を 

行うことにより、広く市民等に防火及び防災等の周知及び普及啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

  
 

     消防関係諸行事や消防行政に係る情報を積極的に報道機関へ情報提供することにより、市民 

等の消防への関心度の向上、諸行事等の開催の周知及び積極的な参加の促進等に取り組んで 

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市政情報番組の活用 

３ 報道機関への情報提供 

番組名：『野々村真の広島!魅力発見』 

#138「新春恒例！広島市消防出初式」 

を調査（令和元年 12月 21日） 

番組名：『カープ家のひろしま生活』 

第 40回「地域を守る消防団」 

（令和 2年 1月 19日） 

令和元年 8月 15日号 1面 

「敬老の日に住宅用防災機器を送りませんか」 

 

令和元年 9月 1日号 2面 

「救急車の適正利用にご協力ください」 
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４ インターネットによる情報発信 

インターネットの特徴である即時性や拡散性、市民等の多様化するライフスタイル、情報 

入手方法の変化に応じるためホームページの運用を行っており、各消防署の行事や各事業・ 

イベント等を随時更新するとともに、消防行政の取り組みを紹介している。 

また、平成 29 年度には、消防署への社会見学や学習用として活用していただくため、子ど 

も向けホームページを作成した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

平成 29 年度から、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の運用を新たに 

開始した。幅広い世代が活用する SNS に消防の事業や魅力を途切れることなく発信すること 

により、市民等への消防に関する理解等の向上に取り組んでいる。 
 
【SNS専用バナー】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

  令和元年度に実施した広報活動と消防局や消防署所へ電話やメール等により寄せられた意見、 

苦情や問い合わせなどの広聴結果は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ＳＮＳを活用した情報発信 

６ 活動実績（令和元年度） 

【facebook】 

【twitter】 

広報誌「ひろしま市民と市政」 6 

市政情報番組 4 

情報提供資料 68 

ホームページ ※1 305 

SNS ※2 105 

 

【広報活動】 【広聴活動】 

総数 意見 要望 苦情 

533 6 256 21 

相談 感謝 問合せ その他 

90 83 50 27 

 

※2 facebook及び twitterの各サイトにおいて、同じタイトルで両方に投稿した回数を「1」とする。 

ひろしまの消防 『キッズホームページ』 令和 2年広島市消防出初式 

※1 令和元年度、広島市ホームぺージのリニューアルに伴い、ホームページの更新回数は編集回数も含むものとする。 
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応援協定・業務協定 

 

１ 消防相互応援協定等 

広域的な災害や大規模な災害等に対応するため、広島県内

及び山口県内の広島広域都市圏内の市町のどの団体からも

応援可能な「広域消防相互応援協定」を締結している。 

   さらに、広島県内の広域航空消防体制を確立するため、広 

島市が整備した消防ヘリコプターを活用した「広島県内航

空消防応援協定」を広島市と広島県内全市町との間で締結

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定先 協定内容 締結年月日 

広島県内市町・消防本部 広域消防相互応援協定 平成 22年 3月 16日 

岩国地区消防組合、柳井地区広

域消防組合、光地区消防組合 
〃 平成 29年 8月 28日 

広島県内市町 航空消防応援協定 平成 2年 3月 7日 

広島県 防災ヘリコプター応援協定 平成 8年 7月 11日 

 

２ その他の業務協定等 
 

災害対応に万全を期するためには、消防機関相互のみならず、他の公共機関との協力体制が不可欠

であることから、広島県公安委員会等と業務協定等を締結し、各防災関係機関との連携強化を図って

いる。 
 

協定先 協定内容 締結年月日 

広島県公安委員会 消防業務協定 昭和 37年 6月 11日 

広島海上保安部 〃 平成 19年 3月 30日 

広島ガス 〃 平成 19年 3月 1日 

西日本高速道路株式会社 

中国支社 
消防・救急業務覚書 平成 19年 3月 27日 

広島県（広島ヘリポート） 消防業務協定 平成 24年 11月 15日 
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広報・広聴活動 
 

 広島市消防局では、市民等の消防行政に対する理解及び協力を得るとともに、消防思想の一層 

の普及啓発を図ることを目的に、毎年広報の年間計画を策定し、組織的かつ効果的・効率的な 

広報活動を展開している。 

 
 

１ 広報紙「ひろしま市民と市政」への掲載 
 
  広島市における最大の広報媒体である広報紙「ひろしま市民と市政」において、消防局に 
関する事業の紹介やイベントの開催を掲載することにより、広く市民等に防火及び防災等の 

普及啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

     広島市が制作する市政情報番組等において、消防関係諸行事や消防行政に係る情報の放送を 

行うことにより、広く市民等に防火及び防災等の周知及び普及啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

  
 

     消防関係諸行事や消防行政に係る情報を積極的に報道機関へ情報提供することにより、市民 

等の消防への関心度の向上、諸行事等の開催の周知及び積極的な参加の促進等に取り組んで 

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市政情報番組の活用 

３ 報道機関への情報提供 

番組名：『野々村真の広島!魅力発見』 

#138「新春恒例！広島市消防出初式」 

を調査（令和元年 12月 21日） 

番組名：『カープ家のひろしま生活』 

第 40回「地域を守る消防団」 

（令和 2年 1月 19日） 

令和元年 8月 15日号 1面 

「敬老の日に住宅用防災機器を送りませんか」 

 

令和元年 9月 1日号 2面 

「救急車の適正利用にご協力ください」 
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４ インターネットによる情報発信 

インターネットの特徴である即時性や拡散性、市民等の多様化するライフスタイル、情報 

入手方法の変化に応じるためホームページの運用を行っており、各消防署の行事や各事業・ 

イベント等を随時更新するとともに、消防行政の取り組みを紹介している。 

また、平成 29 年度には、消防署への社会見学や学習用として活用していただくため、子ど 

も向けホームページを作成した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

平成 29 年度から、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の運用を新たに 

開始した。幅広い世代が活用する SNS に消防の事業や魅力を途切れることなく発信すること 

により、市民等への消防に関する理解等の向上に取り組んでいる。 
 
【SNS専用バナー】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

  令和元年度に実施した広報活動と消防局や消防署所へ電話やメール等により寄せられた意見、 

苦情や問い合わせなどの広聴結果は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ＳＮＳを活用した情報発信 

６ 活動実績（令和元年度） 

【facebook】 

【twitter】 

広報誌「ひろしま市民と市政」 6 

市政情報番組 4 

情報提供資料 68 

ホームページ ※1 305 

SNS ※2 105 

 

【広報活動】 【広聴活動】 

総数 意見 要望 苦情 

533 6 256 21 

相談 感謝 問合せ その他 

90 83 50 27 

 

※2 facebook及び twitterの各サイトにおいて、同じタイトルで両方に投稿した回数を「1」とする。 

ひろしまの消防 『キッズホームページ』 令和 2年広島市消防出初式 

※1 令和元年度、広島市ホームぺージのリニューアルに伴い、ホームページの更新回数は編集回数も含むものとする。 
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応援協定・業務協定 

 

１ 消防相互応援協定等 

広域的な災害や大規模な災害等に対応するため、広島県内

及び山口県内の広島広域都市圏内の市町のどの団体からも

応援可能な「広域消防相互応援協定」を締結している。 

   さらに、広島県内の広域航空消防体制を確立するため、広 

島市が整備した消防ヘリコプターを活用した「広島県内航

空消防応援協定」を広島市と広島県内全市町との間で締結

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定先 協定内容 締結年月日 

広島県内市町・消防本部 広域消防相互応援協定 平成 22年 3月 16日 

岩国地区消防組合、柳井地区広

域消防組合、光地区消防組合 
〃 平成 29年 8月 28日 

広島県内市町 航空消防応援協定 平成 2年 3月 7日 

広島県 防災ヘリコプター応援協定 平成 8年 7月 11日 

 

２ その他の業務協定等 
 

災害対応に万全を期するためには、消防機関相互のみならず、他の公共機関との協力体制が不可欠

であることから、広島県公安委員会等と業務協定等を締結し、各防災関係機関との連携強化を図って

いる。 
 

協定先 協定内容 締結年月日 

広島県公安委員会 消防業務協定 昭和 37年 6月 11日 

広島海上保安部 〃 平成 19年 3月 30日 

広島ガス 〃 平成 19年 3月 1日 

西日本高速道路株式会社 

中国支社 
消防・救急業務覚書 平成 19年 3月 27日 

広島県（広島ヘリポート） 消防業務協定 平成 24年 11月 15日 

 


